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上志津まちづくり協議会について 

 

 

令和 2 年 5 月 13 日 

上志津まちづくり協議会会長 

苅宿 務 

 

上志津まちづくり協議会に参加いただき、ご一緒に活動していただくために、佐倉市におけるまちづくり

協議会の位置づけと上志津まちづくり協議会について、ご説明させていただきます。 

 

１．まちづくり協議会とは 

 まちづくり協議会とは佐倉市の市民協働の一環で、小学校区単位の自治会で構成されて設立した

団体になります。 

 

佐倉市では、「市民協働」を以下のように考えています。 

（市ホームページから抜粋 http://www.city.sakura.lg.jp/0000025197.html） 

佐倉市が考える「市民協働」とは、市民、自治会・町内会、ボランティア団体、NPO、事業者、企業、

市などのさまざまな主体が、公共の利益に資する同一の目的をもって取り組むまちづくり活動に対し、対

等の立場で連携の上、協力し、及び協調して取り組むことをいいます。 

 また、「市民協働」は、公共の利益に資する目的をもって取り組むという前提はあるものの、そこに係る

主体の立場や考え方もさまざまであるため、取り組む方法も違ってきます。 

 

協働の原則とは、以下のようにも説明しています。 

 さまざまな人々が協力して、豊かで住みよい地域社会づくりを進めていくためには、お互いが「一緒にや

ってよかった」「これからも一緒にやっていきたい」と思える、また相手に思ってもらえるよう、それぞれの立場

をよく理解し、尊重しあう関係であることが大切です。 
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２．佐倉市内のまちづくり協議会 

現在、佐倉市では、住みよいまちづくりのために、地域の人たちが主体となって、それぞれのノウハウを

生かし、地域課題の解決・地域の活性化に向けた様々な事業を展開しております。 

 以下のまちづくり協議会が発足しており、活動内容も各地区により様々です。 

（市ホームページ：http://www.city.sakura.lg.jp/0000005011.html） 

・臼井ふるさとづくり協議会（平成 19 年 6 月） 

・白銀小学校区地域まちづくり協議会（平成 20 年 6 月） 

・ふるさと弥富を愛する会（平成 20 年 9 月） 

・根郷小学校区まちづくり協議会（平成 23 年 2 月） 

・しづが原まちづくり協議会（平成 24 年 2 月） 

・上志津まちづくり協議会（平成 25 年 7 月） 

・上座・ユーカリまちづくり協議会（平成 26 年 7 月） 

・青菅まちづくり協議会（平成 26 年 8 月） 

・井野小学校区まちづくり協議会（平成 26 年 9 月） 

・山王小学校区まちづくり協議会（平成 26 年 9 月） 

・小竹小学校区まちづくり協議会（平成 27 年 10 月） 

・千代田・染井野まちづくり協議会（平成 30 年 8 月） 

 

３．上志津まちづくり協議会 

 市内で 6 番目に設立されたまちづくり協議会になります。 

上志津小学校を校区とする自治会等で構成されています。 

 

 また、上志津まちづくり協議会の目的や事業は、以下のように定めています。（上志津まちづくり協議

会規約から抜粋） 

【目的】 

上志津小学校区地域を活動の区域とし、自治運営の中心である住民の親睦、交流を深め、地域

全体の絆がもてる事業を協議し、公共の利益のための活動を民主的に行い、心豊かで暮らせる活力に

満ちた、まちづくりを行う事を目的とする。 

【事業】 

（１）上志津小学校区地域の住民及び団体相互の交流、情報交換、文化事業推進に関するこ

と。 

（２）防犯、防災、安全に関すること。 

（３）環境美化に関すること。 

（４）地域住民に対する広報に関すること。 

（５）その他、協議会の目的を達成するために必要なこと。 
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４．上志津まちづくり協議会の構成団体と組織構成 

 現在、上志津まちづくり協議会においては、以下の 22 の構成団体で活動しています。 

項番 団体名 

1 マイタウン志津自治会 

2 上志津二区自治会 

3 上志津平和自治会 

4 パストラルハイム志津自治会 

5 上志津三区自治会 

6 コープ野村志津自治会 

7 日本信販団地自治会 

8 ローズタウン自治会 

9 鉱住協団地 

10 緑ヶ丘団地自治会 

11 ハイホーム志津駅前自治会 

12 ハイホーム第二志津駅前自治会 

13 志津住宅自治会 

14 志津グリーンハイツ 

15 上志津小学校 

16 上志津小学校 PTA 

17 志津地区社会福祉協議会 

18 志津中学校 

19 東急上志津団地自治会 

20 上小サポーターズクラブ 

21 防災ボランティア 

22 なかよし太鼓 

 

また、組織構成は、以下のようにしており、各構成員（理事）は各事業部会に所属し、活動してい

ます。 

  専門部会の代表以上をもって構成する

役員及び理事をもって構成する

役員及び専門部会部長をもって構成する

＊それぞれの専門部会の代表として、部長、副部長をおく

文化事業部会 広報部会防災防犯部会

総　　会

理事会

役員会
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５．上志津まちづくり協議会の事業内容とそのスケジュール 

 上志津まちづくり協議会では、規約の事業内容に則して、今年度は以下の事業を推進する予定です。

その事業内容の概要とその企画担当部会とそのスケジュール概要は、以下の通りになります。詳細につ

きましては、総会資料をご参照ください。 

事業番号 事業名 企画担当部会 スケジュール 

上－1 

 

目的と概要 

広報活動事業 広報部 通年 

広報誌の全戸配布を通して、情報の共有化、地域の連帯感を育む。また、ホー

ムページを通して若年層にも広範囲に活動のアピールすること 

年 3 回（6・10・2 月）の広報誌を発行し、子供たちを中心とした「まちづくり事

業」の周知と地域活動への参加を促す。ホームページでの地域活動のアピール。 

上－2 

 

目的と概要 

畑体験事業 文化事業部 通年 

農業の重要さを知る機会を設け、人と人との交流を図る。 

ジャガイモ等を中心に土起こし、草刈、肥料散布、収穫など農業に係る様々な

作業工程に多くの住民が関わる。 

上－3 

 

目的と概要 

合同防災訓練事業 防災防犯部 6 月～10 月 

上志津小学校を避難区とする自治会・町会が防災訓練を体験し、防災・減災

に対する知識・見識を深めるとともに、地域住民の連携や交流が育まれることで、

当地区における地域防災力の底上げを図る。 

各自治会・町会で計画・集合し模擬避難をすることから始まり避難場所である

『上志津小学校』において、様々な防災体験や訓練を行う。 

上－4 

 

目的と概要 

防災体験研修事業 防災防犯部 6 月～10 月 

災害の発生に自分や家族を守るための備えや方法を学び、身に着ける。 

東京都墨田区にある東京消防庁『本所防災館』において、実際の災害映像を

基に様々な災害時の対処方法や心得などを鑑賞する。 

上－5 

 

目的と概要 

上小体験夏キャンプ事業 文化事業部 4 月～9 月 

今まで体験していないことを体験することで、何事にも興味を持つことを学ぶ。 

上志津小学校の児童を対象に高学年を対象とした宿泊による夏キャンプと全学

年を対象とした流しそうめんを行う。 

上－6 

 

目的と概要 

なかよし太鼓育成事業 文化事業部 通年 

子供を中心に、「なかよし太鼓」の継承並びに地域の活性化に繋げる。 

月に 3 回の練習を原則とし、自治会館と月に１回の上志津小学校の体育館で

練習を行う。 

幼稚園、老人介護施設、自治会等での実演を行う 
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６．上志津まちづくり協議会の会計 

 上志津まちづくり協議会の会計は、事業費と運営費に分かれています。 

【事業費】 

 事業費は、前述しました各事業を実施するための費用になり、主に佐倉市からの事業助成金で賄わ

れています。事業助成金は、毎年佐倉市に事業内容を申請し、承認されることで決定します。 

【運営費】 

 運営費は、主にまちづくり協議会自体を運営するための費用（資料作成、封筒切手代等）や各事

業での事業助成金の対象外の支出（お弁当等）や事業助成額を超えた支出を補填するための費用

になります。 

 また、運営費は、各自治会からの 10,000 円の会費で賄われています。 


